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平
成
三
一
年
一
月
二
二
日
、
金
融
庁
に
設
置
さ
れ
た

「
会
計
監
査
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
の
充
実
に
関
す
る

懇
談
会
」（
座
長
・
八
田
進
二
青
山
学
院
大
学
名
誉
教
授
。

以
下
「
本
懇
談
会
」
と
い
う
）
は
、
通
常
と
は
異
な
る
監

査
意
見
等
が
表
明
さ
れ
た
場
合
な
ど
、
資
本
市
場
に
対

し
、
会
計
監
査
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
特
に
詳
細
に

行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
に
お
け
る
対
応
の
あ

り
方
に
つ
い
て
、
検
討
結
果
を
取
り
ま
と
め
た
報
告
書

を
公
表
し
た
。

　

以
下
で
は
、
こ
の
報
告
書
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
と

も
に
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た

い
。
な
お
、
文
中
、
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
、
筆
者
の

個
人
的
な
見
解
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
る
。

一　

背
景

１　

会
計
監
査
の
信
頼
性
確
保
に
向
け
た
こ
れ
ま
で

の
取
組
み
（
図
表
１
）

　

会
計
監
査
に
関
す
る
情
報
提
供
の
充
実
を
図
る
必
要

性
は
、
平
成
二
八
年
三
月
に
公
表
さ
れ
た
「
会
計
監
査

の
在
り
方
に
関
す
る
懇
談
会
」
提
言
で
示
さ
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
提
言
で
は
、「
会
計
監
査
の
透
明
性

の
向
上
を
通
じ
て
、
企
業
の
株
主
に
よ
っ
て
監
査
人
の

評
価
が
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
高
品
質
と
認

め
ら
れ
る
会
計
監
査
を
提
供
す
る
監
査
法
人
等
が
評
価

さ
れ
、
企
業
が
そ
の
よ
う
な
評
価
に
基
づ
い
て
監
査
を

依
頼
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
よ
り
高
品
質
な
監
査
を
提
供
す
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
の
強
化
や
、
そ
の
よ
う
な
監
査
に
株
主
や
企
業

が
価
値
を
見
出
す
こ
と
に
よ
る
監
査
法
人
等
の
監
査
報

酬
の
向
上
等
を
通
じ
て
、
市
場
全
体
に
お
け
る
監
査
の

品
質
の
持
続
的
な
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
く
好
循
環
が

確
立
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
」
と
の
考
え
方
が
述
べ

ら
れ
て
い
た
（
注
一
）。

　

こ
う
し
た
考
え
方
に
基
づ
き
、「
監
査
法
人
の
組
織

的
な
運
営
に
関
す
る
原
則
（
監
査
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

コ
ー
ド
）」（
平
成
二
九
年
三
月
）
に
お
い
て
は
、
監
査
法

人
は
、
本
原
則
の
適
用
状
況
や
監
査
品
質
の
向
上
に
向

会
計
監
査
に
関
す
る
情
報
提
供
の 

充
実
に
つ
い
て
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け
た
取
組
み
に
関
す
る
情
報
を
開

示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
、
と

さ
れ
た
（
注
二
）。
ま
た
、
個
々
の

会
計
監
査
に
つ
い
て
の
情
報
提
供

と
し
て
は
、
後
述
の
「
監
査
報
告

書
の
透
明
化
」
を
図
る
た
め
の
監

査
基
準
改
訂
が
行
わ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
企
業
側
の
開
示
に
関

し
て
は
、
有
価
証
券
報
告
書
上
、

監
査
人
の
継
続
監
査
期
間
や
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
フ
ァ
ー
ム
に
対
す
る
監

査
報
酬
等
に
つ
い
て
の
開
示
の
充

実
を
求
め
る
内
閣
府
令
の
改
正
が

行
わ
れ
た
（
注
三
）。

２　
「
監
査
報
告
書
の
透
明
化
」

　

平
成
三
〇
年
七
月
、
企
業
会
計

審
議
会
は
、「
監
査
報
告
書
の
透

明
化
」
に
係
る
監
査
基
準
改
訂
を

行
っ
た
（
注
四
）。「
監
査
報
告
書

の
透
明
化
」
は
、
従
来
の
短
文
式

監
査
報
告
書
に
つ
い
て
、
監
査
意

見
に
至
る
監
査
の
プ
ロ
セ
ス
に
関

す
る
情
報
が
十
分
に
提
供
さ
れ

ず
、
監
査
の
内
容
が
み
え
に
く
い

と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と

を
踏
ま
え
、
新
た
に
、
監
査
報
告

書
に
「
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事

項
」
の
記
載
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
監
査
人
は
、
当
年
度
の
監
査
に
お
い
て
特

に
着
目
し
た
会
計
監
査
上
の
リ
ス
ク
に
関
し
、「
監
査

上
の
主
要
な
検
討
事
項
」
と
し
て
、
監
査
報
告
書
に
記

載
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
で
に
欧
州
な
ど
で
は
適
用
が

開
始
さ
れ
、
米
国
で
も
二
〇
一
九
年
一
二
月
期
か
ら
の

導
入
が
決
定
し
て
い
る
。
日
本
で
は
、
二
〇
二
一
年
三

月
期
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
注
五
）。

　

な
お
、「
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
」
は
、
基
本
的

に
、
監
査
人
が
適
正
意
見
を
表
明
す
る
場
合
に
記
載
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。
不
適
正
意
見
や
限
定
付
適
正
意
見
が
表
明
さ
れ
る

場
合
、
除
外
事
項
の
内
容
は
「
監
査
上
の
主
要
な
検
討

事
項
」
と
は
別
に
「
意
見
の
根
拠
」
区
分
に
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、「
意
見

の
根
拠
」
区
分
に
記
載
さ
れ
た
除
外
事
項
の
内
容
こ
そ

が
財
務
諸
表
利
用
者
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
情
報
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
と
は
別
の
「
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事

項
」
を
監
査
人
が
記
載
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
。
意
見
不
表
明
の
場
合
、
意
見
表
明
の
基
礎

が
得
ら
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
部
分
的
に
保

証
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
与
え
か
ね
な
い
こ
と

か
ら
、「
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
」
は
記
載
し
な
い

こ
と
が
適
当
と
さ
れ
て
い
る
。

３　

通
常
と
は
異
な
る
監
査
意
見
等
に
つ
い
て
の
監

査
人
の
説
明
責
任

　

監
査
人
の
判
断
が
不
適
正
意
見
、
限
定
付
適
正
意

〔図表１〕　「会計監査の信頼性確保」のための諸施策

●　近年，通常と異なる監査意見が表明された場合など（注），監査人に対してより詳細な資本市場への情報提供が
　　求められるケースにおける対応のあり方について，問題提起がなされている。
　　（注）限定付適正意見，不適正意見，意見不表明
●　昨年秋以降，「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」を開催し，対応のあり方について検討。

資本市場

監査役等

監査法人企業

監査報告書財務諸表

利用者

経営者

機関投資家

監査人

コーポレートガバナンス・
コード

スチュワードシップ・
コード

監査法人の
ガバナンス・コード

監査報告書の
透明化

監査法人の
ローテーション制度
に関する調査 Ⅱ．監査人の交代に関する

説明・情報提供

Ⅰ．通常とは異なる監査意見
等についての説明・情報提供
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見
、
あ
る
い
は
、
意
見
不
表
明
と
な
る
場
合
（
以
下
「
通

常
と
は
異
な
る
監
査
意
見
等
」
と
い
う
）、
監
査
人
の
判
断

の
背
景
・
根
拠
と
な
っ
た
事
情
は
、
財
務
諸
表
利
用
者

の
意
思
決
定
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ

る
。
こ
の
た
め
、
監
査
人
の
判
断
の
背
景
・
根
拠
に
つ

い
て
は
、
監
査
報
告
書
の
「
意
見
の
根
拠
」
区
分
の
記

載
等
を
通
じ
、
財
務
諸
表
利
用
者
に
対
し
、
適
切
に
伝

達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
、
通
常
と
は
異
な
る
監

査
意
見
等
に
関
し
て
は
、

　

・　

監
査
報
告
書
の
除
外
事
項
の
記
載
に
お
い
て
、

具
体
的
な
影
響
額
が
示
さ
れ
ず
、
ま
た
、
示
さ
れ

な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
合
理
的
根
拠
が
十
分
説
明

さ
れ
て
い
な
い
、

　

・　

意
見
不
表
明
の
場
合
に
、
そ
の
理
由
が
十
分
説

明
さ
れ
て
い
な
い
、

　

・　

監
査
報
告
書
の
記
載
の
み
で
は
十
分
な
情
報
が

得
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
が
、
株
主
総
会
の
場
を

含
め
、
監
査
人
か
ら
の
追
加
的
な
説
明
を
受
け
る

機
会
が
な
い
、

な
ど
、
監
査
人
の
説
明
責
任
が
十
分
に
果
た
さ
れ
て
い

な
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
た
、
場
面
と
し
て
は
や
や
異
な
る
が
、
財
務
諸
表

利
用
者
の
関
心
が
高
く
、
特
に
情
報
提
供
の
必
要
性
が

高
い
状
況
と
し
て
、
監
査
人
の
交
代
が
挙
げ
ら
れ
る
。

監
査
人
の
交
代
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
臨
時
報

告
書
お
よ
び
取
引
所
の
適
時
開
示
を
通
じ
、
交
代
の
理

由
等
が
開
示
さ
れ
る
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

関
し
て
は
、

　

・　

監
査
人
の
交
代
に
関
す
る
開
示
書
類
に
お
い

て
、
実
質
的
な
交
代
理
由
が
記
載
さ
れ
て
い
な

い
、

と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　

本
懇
談
会
は
、
会
計
監
査
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を

め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
通
常
と
は
異
な
る

監
査
意
見
等
に
つ
い
て
の
監
査
人
の
説
明
・
情
報
提
供

の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
、
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
懇
談
会
で
の
検
討
は
、「
監
査
報
告

書
の
透
明
化
」
を
含
む
、
会
計
監
査
に
つ
い
て
の
情
報

提
供
の
充
実
に
向
け
た
取
組
み
の
一
環
で
あ
り
、
こ
れ

ま
で
の
取
組
み
を
補
強
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
。二　

本
懇
談
会
で
の
議
論
と
報
告
書
の
概
要
（
図

表
２
）

１　

通
常
と
は
異
な
る
監
査
意
見
等
に
つ
い
て
の
説

明
・
情
報
提
供

　

監
査
報
告
書
に
は
、
無
限
定
適
正
意
見
、
限
定
付
適

正
意
見
、
不
適
正
意
見
、
意
見
不
表
明
の
四
類
型
が
あ

り
、
こ
の
う
ち
、
実
際
に
監
査
報
告
書
で
表
明
さ
れ
る

の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
無
限
定
適
正
意
見
で
あ
る
。
し
か

し
、
無
限
定
適
正
意
見
（
四
半
期
レ
ビ
ュ
ー
に
つ
い
て
は
、

無
限
定
の
結
論
）
以
外
の
意
見
・
結
論
が
付
さ
れ
る
も

の
も
、
少
数
な
が
ら
、
毎
年
存
在
し
て
お
り
、
平
成
二

三
年
度
〜
平
成
二
九
年
度
の
七
年
間
に
提
出
さ
れ
た
有

価
証
券
報
告
書
、
四
半
期
報
告
書
お
よ
び
半
期
報
告
書

で
、
無
限
定
適
正
意
見
（
無
限
定
の
結
論
）
以
外
が
付
さ

れ
た
会
社
の
数
は
、
限
定
付
適
正
意
見
（
限
定
付
結
論
）

が
一
五
社
、
不
適
正
意
見
（
否
定
的
意
見
）
が
三
社
、
意

見
不
表
明
（
結
論
不
表
明
）
が
二
九
社
と
な
っ
て
い
る
。

⑴　

監
査
報
告
書
の
記
載

　

監
査
人
が
自
ら
行
っ
た
監
査
に
つ
い
て
財
務
諸
表
利

用
者
に
説
明
・
情
報
提
供
を
行
う
際
に
は
、
監
査
報
告

書
に
よ
る
こ
と
が
基
本
と
な
る
。

　

監
査
基
準
は
、
無
限
定
適
正
意
見
以
外
の
監
査
報
告

書
に
お
い
て
は
、
除
外
事
項
の
内
容
・
財
務
諸
表
に
与

え
る
影
響
や
、
監
査
人
の
判
断
の
理
由
な
ど
を
、「
意
見

の
根
拠
」
区
分
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

本
懇
談
会
の
議
論
で
は
、
無
限
定
適
正
意
見
以
外
の

監
査
報
告
書
で
の
「
意
見
の
根
拠
」
区
分
の
記
載
に
つ

い
て
、
具
体
的
な
影
響
額
や
除
外
事
項
と
影
響
額
と
の

因
果
関
係
に
関
す
る
十
分
な
説
明
が
必
要
で
は
な
い
か

と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
特
に
、
限
定
付
適
正

意
見
の
場
合
に
関
し
て
は
、
な
ぜ
不
適
正
で
な
く
限
定

付
適
正
と
判
断
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
が
必
要
で

あ
る
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
意
見
を
踏
ま
え
、
本
懇
談
会
の
報
告
書
に

お
い
て
は
、
無
限
定
適
正
意
見
以
外
の
監
査
報
告
書
で

の
「
意
見
の
根
拠
」
区
分
の
記
載
に
関
し
、
監
査
人
は
、

わ
か
り
や
す
く
具
体
的
な
説
明
、
特
に
、
表
明
さ
れ
た

意
見
と
除
外
事
項
と
の
関
係
、
除
外
事
項
の
具
体
的
な
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内
容
、
除
外
事
項
に
係
る
影
響
額

（
具
体
的
な
影
響
額
を
示
す
こ
と
が
困

難
な
場
合
に
は
そ
の
合
理
的
根
拠
）
な

ど
を
、
可
能
な
限
り
明
確
に
記
載
す

る
必
要
が
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
ま
た
、

特
に
、
限
定
付
適
正
意
見
に
関
し
て

は
、
な
ぜ
不
適
正
（
ま
た
は
意
見
不
表

明
）
で
は
な
く
限
定
付
適
正
と
判
断

し
た
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
、
意
見

不
表
明
に
関
し
て
は
、
な
ぜ
意
見
を

表
明
で
き
な
い
と
い
う
き
わ
め
て
例

外
的
な
状
況
に
至
っ
た
の
か
に
つ
い

て
の
説
明
を
、
特
に
丁
寧
に
行
う
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
、
と
さ
れ
た
。

⑵　

監
査
報
告
書
以
外
で
の
追
加
的

な
説
明

　

監
査
人
に
よ
る
会
計
監
査
に
つ
い

て
の
説
明
・
情
報
提
供
は
監
査
報
告

書
に
よ
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
と
し

て
も
、
財
務
諸
表
利
用
者
が
求
め
る

情
報
を
す
べ
て
あ
ら
か
じ
め
監
査
報

告
書
に
記
載
し
て
お
く
こ
と
が
現
実

的
で
な
い
場
合
も
想
定
さ
れ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
、
会
社
法
は
、
株

主
総
会
で
の
会
計
監
査
人
の
意
見
陳

述
の
機
会
を
認
め
て
い
る
が
（
同
法

三
九
八
条
）、
こ
の
意
見
陳
述
の
機
会

は
、
実
務
上
、
あ
ま
り
活
用
さ
れ
て

い
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
（
注
六
）。

　

本
懇
談
会
の
議
論
で
は
、
近
年
、
監
査
人
が
株
主
総

会
で
の
意
見
陳
述
を
行
わ
ず
、
積
極
的
に
説
明
責
任
を

果
た
そ
う
と
し
な
い
事
例
が
見
受
け
ら
れ
た
と
の
指
摘

や
、
現
行
の
実
務
で
は
監
査
人
が
意
見
陳
述
を
行
う
こ

と
が
そ
も
そ
も
想
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
企
業
側
の

認
識
も
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の

意
見
な
ど
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、
本
懇
談
会
の
報
告
書
で
は
、
監
査
人
は

株
主
総
会
で
の
意
見
陳
述
の
機
会
を
積
極
的
に
活
用
す

べ
き
で
あ
り
、
企
業
側
に
お
い
て
も
、
株
主
総
会
の
議

事
運
営
上
、
監
査
人
の
意
見
陳
述
の
機
会
を
尊
重
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
、
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
四
半
期

決
算
に
際
し
て
経
営
者
・
監
査
役
等
と
監
査
人
と
の
間

に
見
解
の
不
一
致
が
生
じ
た
場
合
な
ど
、
財
務
諸
表
利

用
者
へ
の
追
加
的
な
説
明
の
必
要
が
あ
る
が
株
主
総
会

で
の
意
見
陳
述
の
機
会
を
活
用
で
き
な
い
場
合
に
つ
い

て
も
、
適
切
な
説
明
の
手
段
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
、
と
さ
れ
た
（
注
七
）。

⑶　

監
査
人
の
守
秘
義
務

　

公
認
会
計
士
法
、
監
査
基
準
、
日
本
公
認
会
計
士
協

会
倫
理
規
則
（
以
下
「
倫
理
規
則
」
と
い
う
）、
ま
た
、

個
々
の
監
査
契
約
に
お
い
て
、
監
査
人
は
守
秘
義
務
を

負
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
監
査
人
は
、
監
査
の
実
施

過
程
で
企
業
の
重
要
な
機
密
事
項
を
知
り
得
る
立
場
に

あ
る
た
め
、
有
効
か
つ
効
率
的
な
監
査
を
行
う
に
は
守

秘
義
務
を
負
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
公
認
会

計
士
法
の
観
点
か
ら
は
、
公
認
会
計
士
が
業
務
上
知
り

〔図表２〕�　「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書の概要

●　監査人が，会計監査の最終的な受益者である株主・投資家等の財務諸表利用者に対し，自ら行った監査に係る説
　　明を行うことは，監査人の職責に含まれるものであり，会計監査の品質向上・信頼性確保に向けた自律的な対応
　　の一環として，監査人は，自らの説明責任を十分に果たしていくことが求められる。

現状 対応
通常とは異なる監査意見等（限定付適正意見，不適正意見，意見不表明）についての説明・情報提供
監査報告書
の記載

監査報告書において，監査意見に至っ
た理由が不十分。
（例：限定付適正意見の場合になぜ不適正
ではないと判断したかの説明が不十分）

監査報告書において，意見の根拠を十分かつ適切に記載。
・限定付適正意見：なぜ不適正意見ではないと判断したか
・意見不表明：なぜ意見表明できないというきわめて例外的な状況に至った
　のか

監査報告書
以外での
追加的な説明

監査報告書以外に，監査人からの追加
的な説明を受ける機会がない。
（例：株主総会での会計監査人の意見陳述と
いう会社法上の枠組みが活用されていない）

監査人は，株主総会での意見陳述の機会を活用し，追加的な説明
を行う。企業側も，株主総会の議事運営に当たり，監査人の意見
陳述の機会を尊重。
四半期決算など株主総会の機会を活用できない場合であっても，
適切な説明の手段を検討。
監査役等は，監査人による追加的な説明を促す。

監査人の交代に関する説明・情報提供
監査人の
交代理由の
開示

監査人の交代に際し，実質的な交代理
由が開示されていない。（単なる「任
期満了」との記載がおおむね半数以上）

企業および監査人は，監査人の交代理由について，実質的な内容
（例：監査報酬や会計処理に関する見解の相違等がある場合はそ
の内容）を記載。

監査人が株主等に対して必要な説明・情報提供を行うことは，公認会計士法上の
「正当な理由」に該当し，守秘義務違反とならないことを明確化。
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得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

監
査
証
明
業
務
を
行
う
場
合
に
限
ら
ず
、
職
業
的
専
門

家
と
し
て
の
職
業
倫
理
上
当
然
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と

解
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
の
規
定
に
お
い
て

も
、
監
査
人
は
、「
正
当
な
理
由
」
が
あ
る
場
合
に
は
守

秘
義
務
違
反
を
問
わ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
特

に
倫
理
規
則
に
お
い
て
は
、「
正
当
な
理
由
」
の
具
体
的

な
内
容
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
（
倫
理
規
則
六
条
八
項
）。

　

本
懇
談
会
の
議
論
で
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
監
査
人

の
守
秘
義
務
が
過
度
に
強
調
さ
れ
、
監
査
人
が
財
務
諸

表
利
用
者
に
対
し
て
必
要
な
説
明
・
情
報
提
供
を
行
う

上
で
障
害
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
意
見
が

多
く
出
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
企
業
に
関
す
る
未
公

表
の
情
報
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
企
業
の
機
密
情
報
に
該

当
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
要
保
護
性
の
乏
し
い

情
報
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
広
く
守
秘
義
務
の
対
象
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
意
見
が

あ
っ
た
ほ
か
、
監
査
人
が
財
務
諸
表
利
用
者
に
対
し
て

必
要
な
説
明
を
行
う
こ
と
は
「
正
当
な
理
由
」
に
該
当

す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
務
上
、
倫
理
規
則
に
列
挙
さ

れ
て
い
る
「
正
当
な
理
由
」
の
具
体
的
事
由
が
限
定
的

に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
過
度
に
リ
ス
ク
回

避
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
意
見

が
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
意
見
を
受
け
、
本
懇
談
会
の
報
告
書
で

は
、
ま
ず
、
監
査
人
が
財
務
諸
表
利
用
者
に
対
し
て
必

要
な
説
明
・
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
、
特
に
、
無
限
定

適
正
意
見
以
外
の
場
合
に
、
監
査
人
の
職
業
的
専
門
家

と
し
て
の
判
断
の
根
幹
部
分
で
あ
る
当
該
意
見
に
至
っ

た
根
拠
を
説
明
す
る
上
で
必
要
な
事
項
を
述
べ
る
こ
と

は
、「
正
当
な
理
由
」
に
該
当
す
る
、
と
さ
れ
た
（
注

八
）。
ま
た
、
監
査
人
が
株
主
総
会
に
出
席
し
て
意
見
を

述
べ
る
場
合
、
特
に
、
会
社
法
三
九
八
条
一
項
が
想
定

す
る
場
面
に
お
い
て
、
監
査
人
が
計
算
書
類
等
の
法

令
・
定
款
適
合
性
に
関
す
る
監
査
役
等
と
の
意
見
不
一

致
の
内
容
お
よ
び
そ
れ
が
生
じ
た
理
由
、
さ
ら
に
、
監

査
役
等
の
意
見
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
己
の
意
見
が
正
し

い
と
考
え
る
理
由
を
説
明
す
る
場
合
に
関
し
て
も
、
必

要
な
事
項
を
述
べ
る
こ
と
は
、「
正
当
な
理
由
」
に
該
当

す
る
と
考
え
ら
れ
る
、
と
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
報
告
書
で
は
、
監
査
人
が
職
業
的
専
門
家

と
し
て
財
務
諸
表
利
用
者
に
説
明
・
情
報
提
供
を
行
う

場
合
に
、
監
査
人
が
過
度
に
リ
ス
ク
回
避
的
に
な
ら
な

い
よ
う
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
に
お
い
て
倫
理
規
則

の
「
正
当
な
理
由
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
示
す
と
と

も
に
、
今
後
、「
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
」
の
記
載

の
状
況
等
も
踏
ま
え
つ
つ
、
関
係
者
に
お
い
て
適
切
な

方
策
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。

⑷　

そ
の
他
の
論
点

　

前
述
の
各
論
点
の
ほ
か
、
本
懇
談
会
の
報
告
書
で

は
、
監
査
人
の
交
代
が
あ
り
、
前
任
監
査
人
と
現
任
監

査
人
（
す
な
わ
ち
後
任
監
査
人
）
と
の
間
で
見
解
の
相
違

が
生
じ
る
場
合
な
ど
、
財
務
諸
表
利
用
者
が
特
に
監
査

人
か
ら
の
説
明
・
情
報
提
供
を
必
要
と
す
る
場
面
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。

２　

監
査
人
の
交
代
に
つ
い
て
の
説
明
・
情
報
提
供

　

会
計
監
査
に
関
す
る
財
務
諸
表
利
用
者
へ
の
説
明
・

情
報
提
供
の
あ
り
方
が
問
題
と
な
る
場
面
と
し
て
、
本

懇
談
会
で
は
、
監
査
人
の
交
代
に
際
し
て
の
説
明
・
情

報
提
供
に
つ
い
て
数
多
く
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　

監
査
人
の
異
動
が
決
定
さ
れ
た
場
合
お
よ
び
監
査
人

の
異
動
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
企
業
は
、
遅
滞
な
く
臨

時
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

て
お
り
、
取
引
所
の
上
場
規
程
に
お
い
て
も
適
時
開
示

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
注
九
）。
こ
の
臨
時
報

告
書
等
に
お
い
て
は
、
異
動
に
至
っ
た
理
由
お
よ
び
経

緯
、
ま
た
、
当
該
理
由
お
よ
び
経
緯
に
対
す
る
退
任
監

査
人
の
意
見
（
意
見
を
表
明
し
な
い
場
合
に
は
そ
の
旨
お

よ
び
そ
の
理
由
）
を
記
載
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。

　

し
か
し
、
実
際
に
開
示
さ
れ
た
交
代
理
由
（
図
表
３
）

で
は
、
お
お
む
ね
半
数
以
上
が
「
任
期
満
了
」
と
の
形

式
的
な
記
載
を
行
っ
て
お
り
、
実
質
的
な
交
代
理
由
が

記
載
さ
れ
て
い
な
い
例
が
多
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
（
注
一
〇
）。
公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
が
監

査
事
務
所
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
通
じ
て
把
握
し
た
実
質

的
な
交
代
理
由
（
図
表
４
）
と
し
て
は
、
監
査
報
酬
、
監

査
人
選
定
に
関
す
る
方
針
（
監
査
人
の
継
続
年
数
の
長
期

化
に
伴
う
見
直
し
等
）、
監
査
チ
ー
ム
に
対
す
る
不
満（
不

正
対
応
や
過
年
度
決
算
訂
正
等
に
関
す
る
監
査
人
の
対
応

や
、
監
査
チ
ー
ム
の
硬
直
的
な
対
応
、
監
査
工
数
増
加
、
経

験
の
浅
い
ス
タ
ッ
フ
が
多
く
関
与
し
て
い
る
等
）
の
ほ
か
、
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企
業
側
の
業
務
の
内
容
の
変
化
や
規
模
の
拡
大
、
株
主

の
異
動
、
不
正
の
発
覚
に
伴
う
監
査
リ
ス
ク
の
高
ま
り

を
理
由
と
す
る
「
監
査
人
か
ら
の
辞
任
等
」
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
期
中
交
代
の
理
由
と
し
て
は
、
企

業
側
の
不
適
切
会
計
等
に
よ
る
監
査
人
側
か
ら
の
辞
任

等
、
監
査
人
と
の
見
解
相
違
等
に
よ
る
企
業
側
か
ら
の

解
約
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

本
懇
談
会
の
報
告
書
で
は
、
ま
ず
、
監
査
人
の
任
期

が
通
常
一
年
で
終
了
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
任
期

満
了
」
と
の
記
載
は
、
交
代
理
由
の
開
示
と
し
て
不
適

切
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
ま
た
、「
監
査
報
酬
や
会
計
処

理
に
関
す
る
見
解
の
相
違
」
と
い
っ
た
実
質
的
な
交
代

理
由
が
あ
っ
た
場
合
に
関
し
て
は
、
企
業
側
と
監
査
人

側
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
点
で
対
立
し
て
い
る
の

か
、
で
き
る
だ
け
実
質
的
な
内
容
を
開
示
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
、
と
さ
れ
た
。
そ
の
他
の
交
代
理
由
に
関

し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会

が
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
通
じ
て
把
握
し
た
内
容
（
監
査
報

酬
、
監
査
チ
ー
ム
へ
の
不
満
等
の
項
目
へ
の
該
当
の
有
無
お

よ
び
そ
れ
に
係
る
具
体
的
な
説
明
）
と
同
程
度
の
実
質
的

な
情
報
価
値
を
有
す
る
理
由
が
開
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
、
と
さ
れ
た
。

　

な
お
、
本
懇
談
会
の
報
告
書
で
は
、
会
計
監
査
人
の

選
解
任
等
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
案
の
決
定
が
監
査

役
等
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
監
査
役
等

は
、
経
営
者
に
対
し
、
臨
時

報
告
書
に
お
け
る
交
代
理
由

の
開
示
の
充
実
を
促
す
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
点

も
言
及
さ
れ
た
。
監
査
役
等

の
役
割
に
関
し
て
は
、
さ
ら

に
、
監
査
人
の
交
代
に
関
す

る
監
査
役
等
の
意
見
を
開
示

書
類
に
記
載
す
る
こ
と
も
検

討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
、
と
さ
れ
た
。

〔図表３〕　適時開示における監査人の交代理由

〔出所〕　公認会計士・監査審査会「平成30年版モニタリングレポート」（平成30年７月）

〈上場国内会社の会計監査人の異動理由（単位：件）〉
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〔図表４〕　モニタリング活動を通じて把握した監査人の交代理由
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三　

今
後
の
課
題

１　

限
定
付
適
正
意
見
の
場
合
の
監
査
報
告
書
の
記

載
事
項

　

前
述
の
と
お
り
、
本
懇
談
会
の
報
告
書
で
は
、
通
常

と
は
異
な
る
監
査
意
見
等
に
つ
い
て
の
監
査
報
告
書
の

「
意
見
の
根
拠
」
区
分
の
記
載
を
わ
か
り
や
す
く
具
体

的
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
特
に
、

限
定
付
適
正
意
見
に
関
し
て
は
、
な
ぜ
不
適
正
（
ま
た

は
意
見
不
表
明
）
で
は
な
く
限
定
付
適
正
と
判
断
し
た

の
か
に
つ
い
て
、
十
分
か
つ
適
切
な
説
明
を
行
う
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

監
査
基
準
等
に
よ
れ
ば
、
財
務
諸
表
全
体
に
重
要
な

虚
偽
表
示
が
存
在
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
影
響
が
広

範
で
財
務
諸
表
全
体
が
虚
偽
表
示
に
相
当
す
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
、
監
査
人
は
不
適
正
意
見
を
表
明
す
る
。

ま
た
、
重
要
な
監
査
手
続
が
実
施
で
き
ず
、
か
つ
、
そ

の
影
響
が
広
範
で
財
務
諸
表
全
体
に
対
す
る
意
見
表
明

の
基
礎
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
監
査
人
は
意
見
を

表
明
し
て
は
な
ら
な
い
。
他
方
、
重
要
な
虚
偽
表
示
や

監
査
範
囲
の
制
約
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
影
響
が
広
範

で
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
監
査
人
は
限
定
付
適
正

意
見
を
表
明
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

一
方
、
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
み
る

と
、
現
行
の
監
査
基
準
に
お
い
て
は
、
限
定
付
適
正
意

見
の
場
合
の
「
意
見
の
根
拠
」
区
分
に
お
い
て
、
い
わ

ゆ
る
意
見
限
定
の
場
合
に
は
、「
除
外
し
た
不
適
切
な

事
項
及
び
財
務
諸
表
に
与
え
て
い
る
影
響
」
を
記
載
す

る
こ
と
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
範
囲
限
定
の
場
合
に
は「
実

施
で
き
な
か
っ
た
監
査
手
続
及
び
当
該
事
実
が
影
響
す

る
事
項
」
を
記
載
す
る
こ
と
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
監
査
基
準
の
要
請
に
従
っ
て
「
意
見
の
根
拠
」

を
記
載
し
た
場
合
に
、
虚
偽
表
示
や
監
査
範
囲
の
制
約

に
よ
る
影
響
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
れ
ば

問
題
は
少
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
事
案
の
性
質
に
よ

り
、
影
響
額
が
相
当
程
度
大
き
い
と
み
ら
れ
る
場
合

や
、
影
響
額
に
つ
い
て
幅
を
持
た
せ
た
記
載
と
な
っ
て

い
る
場
合
な
ど
、
財
務
諸
表
利
用
者
と
し
て
は
、
不
適

正
（
ま
た
は
意
見
不
表
明
）
に
近
い
よ
う
な
重
大
な
問
題

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
抱
く
こ
と
が
あ
り

得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
に
関
す
る
監
査
基
準
上
の
対
応
に
つ
い
て

は
、
企
業
会
計
審
議
会
監
査
部
会
で
の
議
論
が
必
要
と

な
る
。

２　
「
正
当
な
理
由
」
の
解
釈

　

本
懇
談
会
の
報
告
書
は
、
監
査
人
の
守
秘
義
務
に
関

し
、
監
査
人
が
財
務
諸
表
利
用
者
に
対
し
て
必
要
な
説

明
・
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
、
特
に
、
無
限
定
適
正
意

見
以
外
の
場
合
に
、
当
該
意
見
に
至
っ
た
根
拠
を
説
明

す
る
上
で
必
要
な
事
項
を
述
べ
る
こ
と
は
、「
正
当
な

理
由
」
に
該
当
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
懇
談
会
で
も
議
論
さ
れ
た

よ
う
に
、「
正
当
な
理
由
」
に
該
当
す
る
事
由
は
倫
理
規

則
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
事
由
に
厳
密
に
限
ら
れ
て
い
る

か
の
よ
う
な
解
釈
が
実
務
上
定
着
し
て
い
る
と
の
指
摘

が
あ
る
。
ま
た
、
本
懇
談
会
で
は
、
株
主
総
会
に
お
け

る
会
計
監
査
人
と
し
て
の
意
見
陳
述
が「
正
当
な
理
由
」

に
該
当
す
る
こ
と
が
倫
理
規
則
上
明
記
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
疑
問
で
あ
る
と
の
意
見
も
出
さ
れ
て
い
た
。

　

今
後
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
を
は
じ
め
と
す
る
関

係
者
に
お
い
て
、
倫
理
規
則
の
解
釈
を
明
確
化
す
る
た

め
の
方
策
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

な
お
、「
監
査
報
告
書
の
透
明
化
」
に
係
る
監
査
基
準

改
訂
の
前
文
に
お
い
て
は
、「
監
査
上
の
主
要
な
検
討

事
項
」
の
記
載
と
監
査
人
の
守
秘
義
務
の
関
係
に
関

し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

・　

監
査
人
が
「
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
」
を

記
載
す
る
に
当
た
り
、
企
業
に
関
す
る
未
公
表
の

情
報
を
含
め
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に

は
、
経
営
者
に
追
加
の
情
報
開
示
を
促
す
と
と
も

に
、
必
要
に
応
じ
て
監
査
役
等
と
協
議
を
行
う
こ

と
が
適
切
で
あ
る
。

　

・　

監
査
人
が
追
加
的
な
情
報
開
示
を
促
し
た
場
合

に
お
い
て
経
営
者
が
情
報
を
開
示
し
な
い
と
き

に
、
監
査
人
が
正
当
な
注
意
を
払
っ
て
職
業
的
専

門
家
と
し
て
の
判
断
に
お
い
て
当
該
情
報
を
「
監

査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
」
に
含
め
る
こ
と
は
、

監
査
基
準
に
照
ら
し
て
守
秘
義
務
が
解
除
さ
れ
る

正
当
な
理
由
に
該
当
す
る
。

　

・　

監
査
人
は
、「
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
」
の

記
載
に
よ
り
企
業
ま
た
は
社
会
に
も
た
ら
さ
れ
る



─ 33 ─

2019. 3.15 商事法務No.2193

不
利
益
が
、
当
該
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り

も
た
ら
さ
れ
る
公
共
の
利
益
を
上
回
る
と
合
理
的

に
見
込
ま
れ
な
い
限
り
、「
監
査
上
の
主
要
な
検

討
事
項
」
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ

る
。
財
務
諸
表
利
用
者
に
対
し
て
、
監
査
の
内
容

に
関
す
る
よ
り
充
実
し
た
情
報
が
提
供
さ
れ
る
こ

と
は
、
公
共
の
利
益
に
資
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、「
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
」
と

決
定
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
監
査
報
告
書
に
記
載

が
行
わ
れ
な
い
場
合
は
き
わ
め
て
限
定
的
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

財
務
諸
表
利
用
者
に
対
す
る
充
実
し
た
情
報
提
供
が

「
公
共
の
利
益
」
に
資
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
通
常
と
は

異
な
る
監
査
意
見
等
に
つ
い
て
の
説
明
・
情
報
提
供
の

場
面
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
、
倫
理
規

則
の
解
釈
を
明
確
化
す
る
上
で
重
要
な
視
点
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
（
注
一
一
）。

３　

監
査
人
の
交
代
に
係
る
開
示
書
類
の
記
載
事
項

　

本
懇
談
会
の
報
告
書
で
は
、
監
査
人
の
交
代
理
由
に

関
す
る
開
示
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い

る
。
報
告
書
公
表
を
受
け
、
東
京
証
券
取
引
所
は
「
適

時
開
示
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
を
改
訂
し
、
監
査
人
の
交
代

理
由
に
関
し
、
実
質
的
な
内
容
の
開
示
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
を
明
確
化
し
た
。
金
融
庁
に
お
い
て
も
、
報
告
書

を
踏
ま
え
て
、
監
査
人
の
交
代
理
由
の
開
示
に
つ
い
て

必
要
な
対
応
を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
監
査
人
の
交
代
に
関
し
て
は
、
監
査
役
等
が

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
監

査
人
の
交
代
に
つ
い
て
の
監
査
役
等
の
意
見
を
開
示
書

類
に
記
載
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
（
注
一
二
）。

４　

会
計
監
査
に
関
す
る
情
報
提
供
の
充
実
に
向
け
て

　

冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、「
会
計
監
査
の
在
り
方
に

関
す
る
懇
談
会
」
提
言
以
降
、
会
計
監
査
に
関
す
る
情

報
提
供
の
充
実
に
向
け
た
取
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
取
組
み
が
、
期
待
さ
れ
る
効
果
を
発
揮

す
る
に
は
、
監
査
人
や
企
業
が
、
必
要
な
情
報
を
財
務

諸
表
利
用
者
に
十
分
か
つ
適
切
に
伝
え
る
努
力
を
行
う

こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

特
に
、
監
査
報
告
書
に
関
し
て
は
、
従
来
の
定
型

的
・
形
式
的
な
様
式
か
ら
、
個
々
の
監
査
の
情
報
を
具

体
的
に
記
載
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
へ
と
変
化

し
つ
つ
あ
る
。「
監
査
報
告
書
の
透
明
化
」
に
係
る
監
査

基
準
改
訂
の
前
文
に
お
い
て
は
、「
監
査
上
の
主
要
な

検
討
事
項
」
の
記
載
を
有
意
義
な
も
の
と
す
る
た
め
に

は
、
監
査
人
が
当
該
財
務
諸
表
の
監
査
に
固
有
の
情
報

を
記
載
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
ま
た
、
財
務
諸
表

利
用
者
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
、
過
度

に
専
門
的
な
用
語
の
使
用
を
控
え
て
わ
か
り
や
す
く
記

載
す
る
よ
う
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
監
査
人
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
留
意
し
、
監
査
報

告
書
等
を
通
じ
た
説
明
・
情
報
提
供
を
、
財
務
諸
表
利

用
者
に
と
っ
て
よ
り
価
値
の
高
い
も
の
と
し
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
監
査
人
が
財
務
諸
表
利
用
者
の

ニ
ー
ズ
や
関
心
を
理
解
す
る
た
め
に
、
財
務
諸
表
利
用

者
と
の
対
話
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
も
有
益
で
あ
ろ
う

（
注
一
三
）。

　

監
査
人
が
十
分
か
つ
適
切
な
説
明
・
情
報
提
供
を
行

う
上
で
は
、
企
業
側
の
理
解
も
必
要
で
あ
る
。
企
業
に

関
す
る
情
報
の
開
示
の
第
一
次
的
責
任
は
経
営
者
に
あ

り
、
ま
ず
は
経
営
者
に
お
い
て
十
分
か
つ
適
切
な
情
報

開
示
を
行
う
姿
勢
が
重
要
で
あ
る
（
注
一
四
）。
そ
の
上

で
、
監
査
人
か
ら
開
示
を
促
さ
れ
た
場
合
に
は
積
極
的

に
対
応
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
同
時
に
、
監
査
役

等
は
、
本
懇
談
会
の
報
告
書
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
株
主
の
負
託
を
受
け
、
独
立
の
立
場
で
経
営
者

の
職
務
執
行
を
監
査
す
る
役
割
を
果
た
す
者
と
し
て
、

監
査
人
に
よ
る
財
務
諸
表
利
用
者
へ
の
説
明
・
情
報
提

供
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
公
平
・
公
正
な
視
点
で

監
査
人
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、
財
務
諸
表
利
用
者
に
も
、
監
査
人
か
ら
の
説
明
・

情
報
提
供
の
内
容
を
評
価
し
、
そ
れ
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
す
る
よ
う
な
取
組
み
が
望
ま
れ
る
。

　

会
計
監
査
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
が
十
分
に
図
ら
れ

る
こ
と
は
、
会
計
監
査
へ
の
信
頼
の
基
礎
で
あ
り
、
企

業
の
財
務
報
告
の
信
頼
性
に
も
直
結
す
る
問
題
で
あ

る
。
今
後
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
各
関
係
者
が
よ
り

一
層
の
取
組
み
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
注
一
） 

「『
会
計
監
査
の
在
り
方
に
関
す
る
懇
談
会
』
提

言
」（
平
成
二
八
年
三
月
八
日
）
五
頁
。

（
注
二
） 

「
監
査
法
人
の
組
織
的
な
運
営
に
関
す
る
原
則
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（
監
査
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
）」（
平
成
二
九

年
三
月
三
一
日
）
原
則
五
。

（
注
三
） 
「
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の

一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
」（
平
成
三
一
年
内
閣
府

令
第
三
号
。
平
成
三
一
年
一
月
三
一
日
公
布
・
施
行
）。

二
〇
二
〇
年
三
月
期
の
有
価
証
券
報
告
書
等
か
ら
適
用

（
二
〇
一
九
年
三
月
期
か
ら
の
早
期
適
用
可
）。

（
注
四
） 

企
業
会
計
審
議
会
「
監
査
基
準
の
改
訂
に
関
す

る
意
見
書
」（
平
成
三
〇
年
七
月
五
日
）。

（
注
五
） 

二
〇
二
〇
年
三
月
期
か
ら
の
早
期
適
用
も
認
め

ら
れ
る
。

（
注
六
） 

株
主
総
会
へ
の
会
計
監
査
人
の
出
席
状
況
等
に

関
し
、「
二
〇
一
八
年
版
株
主
総
会
白
書
」
本
誌
二
一
八

四
号
（
二
〇
一
八
）
一
二
三
頁
〜
一
二
四
頁
参
照
。

（
注
七
） 

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
説
明
の
場
を
設
け

る
か
は
、
事
案
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
と
考
え
ら
れ
る
。

本
懇
談
会
の
報
告
書
で
は
、
基
本
的
に
、
経
営
者
・
監

査
役
等
・
監
査
人
が
揃
っ
て
参
加
す
る
説
明
の
場
が
想

定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
状
況
に
よ
っ
て
は
、
監
査
人
が

自
ら
、
適
切
な
方
法
に
よ
っ
て
必
要
な
説
明
を
行
う
べ

き
、
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
ど
の
よ
う
な
説
明
の
場

で
あ
れ
、
不
特
定
多
数
の
財
務
諸
表
利
用
者
に
等
し
く

情
報
が
伝
達
さ
れ
る
よ
う
な
対
応
を
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
注
八
） 

こ
の
点
は
、
会
計
監
査
の
最
終
的
な
受
益
者
が

財
務
諸
表
利
用
者
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
監
査
人
は
財

務
諸
表
利
用
者
に
対
し
て
監
査
報
告
を
行
う
も
の
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
公
認
会
計
士
法
や
監
査

基
準
の
「
正
当
な
理
由
」
の
解
釈
と
し
て
当
然
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

（
注
九
） 

臨
時
報
告
書
に
関
し
、
金
融
商
品
取
引
法
二
四

条
の
五
第
四
項
、
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣

府
令
一
九
条
二
項
九
号
の
四
。
適
時
開
示
に
関
し
、
東

京
証
券
取
引
所
有
価
証
券
上
場
規
程
四
〇
二
条
⑴
ａ
ｊ

等
。

（
注
一
〇
） 

公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
「
平
成
三
〇
年

版
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
」（
平
成
三
〇
年
七
月
）
七

〇
頁
〜
七
二
頁
。

（
注
一
一
） 

た
だ
し
、
通
常
と
は
異
な
る
監
査
意
見
等
に

つ
い
て
の
説
明
・
情
報
提
供
は
、
監
査
人
の
判
断
に
つ

い
て
財
務
諸
表
利
用
者
が
と
り
わ
け
重
大
な
関
心
を
有

し
て
い
る
状
況
で
の
問
題
で
あ
り
、「
監
査
上
の
主
要

な
検
討
事
項
」
の
記
載
と
比
べ
、
よ
り
重
要
性
・
緊
急

性
が
高
い
と
い
う
点
に
留
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

う
。

（
注
一
二
） 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第

二
号
様
式
記
載
上
の
注
意
�
ａ
⒝
（
平
成
三
一
年
一
月

改
正
に
よ
り
新
設
）
は
、
有
価
証
券
報
告
書
に
監
査
役

会
等
の
活
動
状
況
を
記
載
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ

と
か
ら
、
監
査
人
の
交
代
に
つ
い
て
監
査
役
会
等
で
議

論
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
監
査
役
会
等
の
活
動
状
況
の

記
載
の
中
で
言
及
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
注
一
三
） 
な
お
、「
監
査
法
人
の
組
織
的
な
運
営
に
関

す
る
原
則（
監
査
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
）」
に

お
い
て
は
、「
監
査
法
人
は
、
会
計
監
査
の
品
質
の
向
上

に
向
け
た
取
組
み
な
ど
に
つ
い
て
、
被
監
査
会
社
、
株

主
、
そ
の
他
の
資
本
市
場
の
参
加
者
等
と
の
積
極
的
な

意
見
交
換
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
」（
原
則
五
、
指
針
五

–
三
）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
注
一
四
） 

企
業
の
開
示
に
関
し
て
は
、「
企
業
内
容
等

の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣

府
令
」（
前
掲
（
注
三
））
に
お
い
て
、
有
価
証
券
報
告

書
に
お
け
る
監
査
関
係
の
情
報
開
示
の
充
実
を
図
る
こ

と
と
し
て
い
る
。
項
目
に
応
じ
、
二
○
一
九
年
三
月
期

ま
た
は
二
○
二
○
年
三
月
期
の
有
価
証
券
報
告
書
か
ら

適
用
開
始
と
な
る
。

 

（
た
か
は
し
・
あ
つ
こ
）


